
年末調整担当者向け
年末調整の基本

ＭＯＲＩ社会保険労務士事務所

公開版



はじめに
ーこの資料を使うにあたって

 この資料は、経験年数の浅い年末調整の担当者向けに、経験者
が説明する際の資料（概ね１時間程度）として作成されたもの
です。従業員配布用ではありません。

 上記の趣旨のため、この資料には、厳密さに欠ける部分、また説
明を省略している部分があります。実際に年末調整を行う際には、
「年末調整のしかた」を一読することをお薦めします。

 この資料には、都合により一部お見せできないページがあります。
 この資料は、何等かの給与計算ソフトを使用して年末調整を行う
ことを前提としています。

 この資料は無料で提供されます。その代わりといっては何ですが、こ
の資料によって生じた損害の一切を、当事務所は負いません。どう
かご了承ください。
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第１章

年末調整の全体像



年末調整とはなにか
ーなにが行われるのか
年末調整とは、１月１日から12月31日ま
での給与所得にかかる所得税額（年税
額）を確定し、過不足額を精算することで
す。
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年税額はどのようにきまるのか
ーまずは、ざっくり説明

年税額

給与所
得控除

平
成
２
５
年
分
の
年
末
調
整
等
の
た
め
の

給
与
所
得
控
除
後
の
給
与
等
の
金
額
の
表

➀課税支給額
の積み上げ

②給与所得控除は
サラリーマンに
とっての経費？

③各種控除を
して、課税所
得額を確定

保
険
料
控
除
兼
配
偶

者
特
別
控
除
申
告
書

扶
養
控
除
等
（
異

動
）
申
告
書

×税率ー控除額







住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
申
告
書

年税額
１年間の源
泉所得税額

還付

年税額 １年間の源
泉所得税額

不足分徴収

年
末
調
整
の
た

め
の
所
得
税
額

の
速
算
表

④年税額
の計算

⑤住宅借入金
等特別控除額
を控除

大変申し訳ございません。
このページは、都合によりお見
せできません。

⑥過不足額の精算
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年末調整工程表
ー事前準備できるものは早めに取り組む

書類名 事前
準備 備考

➀ １月１日～１２月３１日に支払われた給料、
社会保険料、源泉徴収税額を集計する △ 中途入社者のみ

② 給与所得控除後の給与額の算定 給与ソフトが計算

③ 各種所得控除の金額の合計額の算定し、課税
給与所得金額を算定 ○ 扶養控除（異動）申告書、保険料

控除申告書の内容を確認・入力

④ 年税額の算定 給与ソフトが計算

⑤ 住宅借入金等特別控除額の算定 ○ 住宅借入金等特別控除申告書の内
容を確認、入力

⑥ 年税額の確定 給与ソフトが計算
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従業員に配布・回収する書類
ー３点セット＋１ときどき＋１

書類名 添付書類

平成25年分給与所得者の扶養控除（異動）申告書
※必須

本人または扶養親族に障害者がいる場合は、障
害者手帳などのコピー、在学証明書など

平成25年分給与所得者の保険料控除兼配偶者特別
控除申告書
※必須

生命保険料控除証明書、国民年金保険料控除証
明書など

平成26年分給与所得者の扶養控除（異動）申告書
※必須 特になし

住宅借入金等特別控除申告書 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

平成25年分の給与所得の源泉徴収票 当年の途中入社者のみ
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12月給与計算前までに必要な作業
ースケジュールを立てて取り組もう

前職の源泉徴収票の各金額、支払者などを給与計
算ソフトへ入力（途中入社者のみ）

扶養控除（異動）申告書の扶養親族、障害者、寡
婦などの入力（場合によって添付書類と照合）

保険料控除申告書の保険料等の金額と添付書類の
照合および入力

住宅借入金等特別控除の金額、居住開始日などを
入力
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諸控除にはどのようなものがあるか
ー扶養控除（異動）申告書関係

控除の種類 控除額
基礎控除 380,000円

配偶者控除
一般の控除対象配偶者 380,000円
老人（７０歳以上。以下同）控除対象配偶者 480,000円

扶養控除

一般の控除対象扶養親族 380,000円
特定扶養親族 630,000円

（同居）老人扶養親族
同居老親等以外の者 480,000円

同居老親等 580,000円

障害者控除
一般の障害者 270,000円
特別障害者 400,000円
同居特別障害者 750,000円

寡婦控除
一般の寡婦 270,000円
特別の寡婦 350,000円

寡夫控除 270,000円
勤労学生控除 270,000円

 各控除の詳細は「年調のしかた」を確認
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諸控除にはどのようなものがあるか
ー保険料控除申告書関係など

➀所得金額から控除するもの ②所得税額から控除するもの
 生命保険料控除

・一般の生命保険料
・介護医療保険料
・個人年金保険料

 地震保険料控除
・地震保険料
・旧長期損害保険料

 社会保険料控除
 小規模企業共済等掛金控除

・（独）中小企業基盤整備機構の共済契
約の掛金

・個人型または企業型年金加入者掛金
・心身障害者扶養共済制度に関する契約
の掛金

 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除

 ➀は税率をかける前の控除、②は税率をかけた後の年税
額から控除

 各控除の詳細は「年調のしかた」を確認
 住宅借入金等控除は、居住年については確定申告が必要
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準備編ー担当者が準備しておくべき資料
ー「年末調整のしかた」は年調のバイブル

 平成 年分 年末調整のしかた（必須！）
 扶養控除等の内容（Ｐ ～）
 配偶者特別控除の内容（Ｐ ～）
 保険料控除の内容（Ｐ ～）
 住宅借入金等特別控除の内容（Ｐ ～）
 給与所得控除後の給与等の金額の表（Ｐ ～）
 年末調整のための算出所得税額の速算表（Ｐ ）

 平成 年版 源泉徴収のあらまし

 わからないことがあったら税務署へ問合せよう
 税務署 － －
 自動音声案内 ➀税に関する一般的な質問→②年末調整等

特に重要なペー
ジをチェック
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第２章

年末調整の実務



だれが年末調整の対象になるのか
ー原則12月31日に在籍している従業員

 １年を通じて勤務している人
 年の中途で入社し、年末まで勤務している人
 年の中途で退職した人のうち、次の人

① 死亡により退職した人
② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期から

みて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
③ １２月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職し

た人
④ パートタイマーなどが退職した場合で、本年中に支払を受け

る給与の総額が１０３万円以下である人（退職後本年中に他
の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除き
ます）

 年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由に
より、「非居住者」となった人
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年末調整の対象にならないのは？
ー給与計算ソフトの設定に注意！

本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超
える人

 “災害被害者租税減免法”により、源泉所得税等の
徴収猶予又は還付を受けた人

他社に扶養控除等申告書を提出している人や、年
末調整を行うときまでに同申告書を提出していな
い人（乙欄適用者）

年の中途で退職した人で、前ページの➀～④に該
当しない人
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平成25年分の給与所得の源泉徴収票
ー今年度途中入社者が対象

平 成 2 5 年 分 給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票

種 別 源 泉 徴 収 税 額所 得 控 除 の 額 の 合 計 額給 与 所 得 控 除 後 の 金 額支 払 金 額

給 与
80,0001,800,000

氏

名

住
所
又
は
居
所

支 払

を受け

る 者

ネンチョウ タロウ(フリガナ)

年調 太郎

(役職名)

(受給者番号)

災

害

者

寡

夫

勤
労
学
生

死
亡
退
職

外

国

人

一

般

特

別

寡 婦未
成
年
者

乙

欄
特

別

そ

の

他

本 人 が 障害 者
中 途 就 ・ 退 職

就 職

*

退 職

25

年

8

月

31

日

受 給 者 生 年 月 日

明 大

*

昭 平

56

年

9

月

11

日

介 護医療保 険料の金 額

新個人年金保険料の金額

旧個人年金保険料の金額

住 所 ( 居 所 )

又 は 所 在 地

氏 名 又 は 名 称

〒260-0032 千葉県千葉市中央区登戸１－１－１

株式会社 ＭＯＲＩ

配 偶 者 特 別

控 除 の 額

控 除 対 象 扶 養 親 族 の 数

( 配 偶 者 を 除 く )

人 従 人

特 定

従 人人内

老 人

人 従 人

そ の 他

社 会 保 険 料

等 の 金 額

100,000

地 震 保 険 料

の 控 除 額

住 宅 借 入 金 等

特 別 控 除 の 額

生 命 保 険 料

の 控 除 額

障 害 者 の 数
( 本 人 を 除 く )

人内

特 別

人

そ の 他

従

有

従

無
無

*

有

控 除 対 象 配 偶 者

の 有 無 等
老

人

〒260-0032

千葉県千葉市中央区中央１－１－１

電話 043-245-0000

（適用） （妻）花子

居住開始年月日：

住宅借入金等特別控除可能額 国民年金保険料等の金額

支

払

者

十
六
歳
未
満
扶

養
親
族

人

内円

0内 内

旧長期損害保険料の金額

配 偶 者 の 合 計 所 得

新 生命保 険料の金 額

旧 生命保 険料の金 額

円

円

円

円

円

円

円

支払金額、源泉徴収税
額、社会保険料等の金
額を計算ソフトに入力

支払者情報を源泉徴収
票の摘要欄に表示する
必要があるため、計算
ソフトに入力

途中入社者で源泉徴収票の提出がない従業
員については、前職の有無を確認
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扶養控除（異動）申告書
ー年調に関係のない欄はない

扶養親族となるのは
・６親等内の血族
・３親等内の姻族

老人扶養親族は同居かど
うかで控除額が異なる。年齢は控除額計算

上とても大事（次
ページ参照）

総支給額が記入されがち。所得の全て
が給与の場合、 103万円未満であれば
控除対象扶養親族となる。

本人または扶養親族など
が障害者や寡婦などに該
当する場合に記入させる

16歳未満の扶養親族（主
に子）がいる場合は、こ
こへ記入。間違いが多い
ところ。 ©ＭＯＲＩ社会保険労務士事務所 16



年齢別の扶養控除
ー給与ソフトが判断してくれるはずだけど・・・

年齢
（12月31日時点）

配偶者
（内縁関係は含まない）

扶養親族
(６親等血族＋３親等姻族)

16歳未満
（平 .1.2以降生）

×
（法律婚はありえない） ×

16歳～18歳 控除対象配偶者
所得控除額：38万円

控除対象扶養親族
38万円

19歳～22歳
（平 .1.2以降生
～平 .1.1以降生）

控除対象配偶者
（特定扶養親族にはならない）

38万円
特定扶養親族

63万円

23歳～69歳 控除対象配偶者
38万円

控除対象扶養親族
38万円

70歳以上
（平 .1.1以前生）

老人控除対象配偶者
48万円

老人扶養親族
48万円

（同居の場合は58万円）
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扶養控除の計算例
ー自分でもできるようにしておく

「年末調整のしかた」Ｐ の早見表参照
控除対象配偶者（１名）
扶養親族（15歳１名同居、85歳１名同居）
所得控除額＝基礎控除＋配偶者控除＋同居老人扶養控除

＝380,000+380,000＋580,000
＝1,340,000 ←早見表なら計算不要！

※基礎控除はすべての給与所得者が対象となります。
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平成24年から新・旧区分が必要
となった。ふつう保険料控除証
明書に記載されている。

保険の種別に注意。保
険料控除証明書（次
ページ）参照。
・一般の生命保険料
・介護医療保険料
・個人年金保険料

本人または生計同一親族
の所有する家屋・家財が
対象となっていることが
必要。

生命保険料・介護医療
保険料控除の場合、保
険金などの受取人は本
人または親族となって
いることが必要

個人年金保険料控除の場
合、年金の受取人は払込
をする者または配偶者と
なっていることが必要。

新・旧に注意して、記載さ
れた通りの計算を行う。

ソフトによって入力する内容は異なるので、
説明書などを確認の上、入力する。

保険料控除申告書（申告書左側）
ー複雑で記載間違いも多いところ

保険料控除証明書と照合
し、本人が本年中に実際
に支払った金額か確認。

割戻金などを差し引いた
金額を記入させる。

注意点は、生命保険料控
除と同じ。
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保険料控除証明書とは
ーアフラックの例（保険会社によって異なる）

一般・介護の別

新・旧の別

証明日時点での払込金額

⇒通常は銀行振替されて
いるため、12月末時点の
金額を入力する。

保険料控除申告書の
記載内容と確認

大変申し訳ございません。
このページは、都合によりお見
せできません。
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配偶者特別控除等（申告書右側）
ー記入されることが少ない分、見逃さないように

申告書に記載された手順を
踏めば、計算できるように
なっている。所得金額が38
万円以下になった場合は、
控除対象配偶者のため、記
載不要。

配偶者特別控除とは、本人と
生計を一にし、控除対象配偶
者に該当しない配偶者で、所
得額38万円超76万円未満の者
が対象。
なお、本人の所得額が1,000万
円を超える場合は、配偶者特
別控除は受けられない。

個人型の確定拠出年金加
入者掛金の場合が多い。
記入欄が間違っている場
合が多い。

会社で徴収した社会保険料
以外に納付した社会保険料
がある場合に記入してもら
う（例：国民年金保険料、
国民健康保険料）

本人と生計同一親族が負
担することになっている
社会保険料でも、本人が
支払った場合には、本人
の社会保険料として控除
できる。
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住宅借入金等特別控除申告書
ー金額が大きいので特に注意

年末残高証明書
の金額と照合

下の証明事項欄の記載
内容と照合

連帯債務による場合は、
負担割合に応じて年末残
高を計算する。このとき、
この欄に連帯債務である
旨、負担金額、住所、氏
名、勤務先等を記入させ
る。
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年末調整計算処理をしたら
ー最低限のチェック事項

 税額が追加徴収になっている従業員については、原
因を回答できるようにしておく（途中で扶養親族が
減った、賞与の税額が安かったなど）

 還付であっても、還付の金額が多い従業員について
は、住宅借入金等特別控除による場合を除き、原因
を調べる

 住宅借入金等特別控除の対象者は再度個別に金額を
確認する（そんなに多くないはず）

 16歳未満の扶養親族や特定扶養親族がいる従業員に
ついても、できる限り個別に確認する

 障害者にかかる所得控除がある従業員についても、
控除額が正しい金額か、できる限り個別に確認する
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国税庁「年末調整のしかた」
国税庁「源泉徴収のあらまし」

井寄奈美「『残業ゼロ！ミスゼロ！』の給与計算
事務」かんき出版

岡本勝秀（編）「年末調整の仕方と１月の源泉徴
収事務」日本法令
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